
病気やけがで 日常生活やお仕事に支障

のある方へ ～無料相談会～
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公的年金専門の社会保険労務士による

障害年金無料相談会 (完全予約制)

(約一時間。先着 3名様)

障害年金という名称から、身体障害をイメージされる方がほとんどです。

しかし、ほとんどの病気やけがが対象となる現役世代の方への制度です。

うつ病などの精神疾患やガンなどでも受給できます。

働いていたらもらえない、先に障害者手帳をもっていないと手続きできな

い、といったルールもありません。

当相談室をご利用になったお客様でも、働きながら受給されている方はい

らっしやいます。

お客様のご相談は、安心してお話していただけるよう、個室でお相手いた

します。ひとりで悩まず、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

◆よくあるご相談
ァ自分は年金受給の対象になるの ?

ァ病気で働けなくなった。社会保険はどうすれば…?

ァ役所で説明は受けたが、複雑でよくわからない…

ァ担当医に対象ではないと言われたけれど…
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お困 りではあ りませ んか ?

働 いてたら受給 できない ?

所得制限はあるの ?

病院にカル テがな く初診 日証明ができ
なとヽ。

申立書の書 き方が分か らない。

診断書のチェ ックって必要 ?

障害者手帳がない とダメ ?

気にはなるが、 どうすれ ばいいか知 り
たとヽ。

自分は可能性があるのか話 を聞いてみ
たとヽ。
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